
証券コード 6268
平成24年６月５日

株 主 各 位
東京都千代田区平河町二丁目７番９号

ナ ブ テ ス コ 株 式 会 社
代表取締役社長 小 谷 和 朗

第９回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第９回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご案内申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）またはインターネット等によっ

て議決権を行使することができます。その場合、お手数ながら後記の株主総会参考

書類をご検討いただき、平成24年６月25日（月曜日）午後６時までに到着するよ

う、①同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただきご返送いただくか、または

②インターネットウェブサイト（http://www.web54.net）により議決権をご行使く

ださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

１. 日 時 平成24年６月26日（火曜日）午前10時
２. 場 所 東京都港区芝公園二丁目５番20号

メルパルク東京 ５階 瑞雲
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

３. 会議の目的事項
報 告 事 項 1.第９期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第９期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
　計算書類報告の件

決 議 事 項
　 第１号議案 剰余金の処分の件
　 第２号議案 取締役10名選任の件
　 第３号議案 監査役３名選任の件
　 第４号議案 取締役の報酬額改定の件
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４. 招集にあたって
の決定事項

議決権の重複行使の取扱い
(1)株主さまがインターネットにより複数回、議決権を行

使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決
権行使としてお取扱いいたします。

(2)株主さまが書面およびインターネットの両方により議
決権を重複して行使された場合は、インターネットに
よるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたしま
す。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申し上げます。
2. 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主さま１名が代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし代理権を証明する書面のご提出が必要となりま
すのでご了承ください。

3. 添付書類および株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.nabtesco.com）において修正後の事項を掲載させていた
だきます。
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(添付書類)
事 業 報 告

(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過およびその成果

　当期における世界経済は、第３四半期(平成23年10月１日～12月31日)に入
り欧州諸国の財政・金融不安、中国の景気減速等を警戒すべき状況となり、
特に中国の建設機械市場では需要の落ち込みが顕著になりました。一方、わ
が国経済は、東日本大震災の復旧は徐々に進み、円相場は第４四半期(平成
24年１月１日～３月31日)に入りやや円安方向に進んだものの、高い円高水
準から脱したとまではいえず、依然として厳しい経済状況が続いておりま
す。
　このような状況の中、当社グループの当期業績につきましては、主に国内
外の産業用ロボットの需要の拡大、第２四半期累計期間(平成23年４月１日
～９月30日)の中国の建設機械需要拡大、また、平成23年４月に実施したス
イスのGilgen Door Systems AG買収の効果などにより、売上高は前期に比べ
増収となりました。営業利益、経常利益、当期純利益につきましても増益と
なりました。
　この結果、当期の連結業績は、売上高は前期比17.3％増加の1,985億円、
営業利益は同13.1％増加の228億円、経常利益は同10.2％増加の246億円、当
期純利益は同10.2％増加の147億円となりました。

　 セグメント別の概況は次のとおりです。
【精密機器事業】
　精密機器事業の売上高は前期比36.3％増加の441億円、営業利益は同23.9
％増加の80億円となりました。
　精密減速機は、国内外における産業用ロボットの需要拡大を受けて増収と
なりました。

【輸送用機器事業】
　輸送用機器事業の売上高は前期比横ばいの482億円、営業利益は同2.6％増
加の60億円となりました。
　鉄道車両用機器は、中国向けでは政府鉄道部の不祥事や高速鉄道事故によ
る投資先送りの影響を受けたほか、国内では新車両投入の端境期にあること
から、減収となりました。
　舶用機器は、中国向けスポット需要により増収となりました。
　商用車用機器については、トラックの新興国向け需要の増加により増収と
なりました。
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【航空・油圧機器事業】
　航空・油圧機器事業の売上高は前期比8.7％増加の642億円、営業利益は同
9.3％増加の61億円となりました。
　油圧機器は、第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日～９月30日)まで
の中国における建設機械需要拡大が牽引役となり増収となりました。
　航空機器は、防衛需要向けが底堅く推移したほか、民間需要向けの拡大が
寄与し増収となりました。

【産業用機器事業】
　産業用機器事業の売上高は前期比41.3％増加の417億円、営業利益は同
19.2％増加の26億円となりました。
　自動ドアは、国内需要が回復基調に転じると共に、Gilgen Door Systems
AGの買収が寄与し増収となりました。
包装機械は、国内食品メーカーの設備投資需要や中国など海外向け拡販が

寄与し増収となりました。

　 セグメント別情報

区 分
精 密
機器事業

輸 送 用
機器事業

航空・油圧
機 器 事 業

産 業 用
機器事業

合 計

売 上 高(百万円) 44,199 48,289 64,240 41,798 198,527

営 業 利 益(百万円) 8,013 6,068 6,130 2,646 22,858

　(2) 設備投資および資金調達の状況
① 設備投資等の状況
　当社グループの設備投資につきましては、当期中に実施した設備投資は総
額135億円であります。その主なものは、精密機器事業と油圧機器事業にお
ける設備投資で、能力増強を目的としたものです。
② 資金調達の状況
　1)平成23年７月20日付でシンジケーション方式による長期借入金総額100

億円の資金調達を行いました。
　2)平成23年12月15日に第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）100

億円を発行いたしました。

　(3) 対処すべき課題
　今後の世界経済につきましては、欧州諸国の財政・金融不安の深刻化や、
国内の電気料金値上げ等による景気低迷といった不透明要素はあるものの、
次期下半期(平成24年10月１日～平成25年３月31日)には中国の高い経済成長
率の伸びが再び戻ってくると見込まれることから、通期ではマクロ経済環境

― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月22日 21時43分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20110927_01）



は比較的良好と予想されます。
　当社グループでは、当期より続く産業用ロボット向けを主とした精密減速
機の売上拡大、次期下半期(平成24年10月１日～平成25年３月31日)からの油
圧機器および鉄道車両用機器の中国需要回復に期待しており、売上高は前期
比5.8％増加の2,100億円、営業利益は同5.9％増加の242億円を見込んでいま
す。

　 ① 会社の経営の基本方針
当社グループは、下記の企業理念のもと、ステークホルダーの方々の期待
に応えるため、平成23年５月に平成23年度から平成25年度までの「中期経営
計画」を策定し、さらには平成24年５月に平成32年度に向けた「長期ビジョ
ン」を策定し、企業価値向上実現を目指しております。

「企業理念」

ナブテスコは、

独創的なモーションコントロール技術で、

移動・生活空間に安全・安心・快適を提供します。
　

ナブテスコの約束
1. 世界のお客さまとの親密なコミュニケーションを大切にします。
2．一人ひとりのチャレンジ精神と変革意識を大切にします。
3．利益ある成長を続けます。
4．高い透明性と倫理観を持ち続けます。
5．地球環境に配慮し、地域・文化との調和を図ります。

「長期ビジョン」
当社は平成17年に平成26年度の経営目標と目指す姿を明確にすべく現行の

長期ビジョンを策定いたしましたが、リーマンショック以降の経営環境変化
に柔軟に対応し、さらなる発展を実現させるため、2020年度(平成32年度)に
おける当社の目指す姿をイメージした新長期ビジョンを策定いたしました。

　 新ナブテスコグループ長期ビジョン：2020年度の目指す姿

グローバルに成長し続けるベストソリューションパートナー

（2020年度の経営目標）

売上高 4,000億円

営業利益 600億円
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・新しいソリューション（製品・サービス・ビジネスモデル）を社会に提供
し続けている

・たゆまぬ技術革新により、顧客に頼られる専門性を追求している
・言葉・文化の違いを越えてオープンなコミュニケーションと自由な発想を
尊重している

・「Enjoy the Challenge」を合言葉に社員一人ひとりが積極的にチャレンジ
している

　
「中期経営計画基本方針」

「 Global Challenge : Advance to the Next Stage 」

～ 海外成長市場でさらなる飛躍へ ～

海外事業の強化・拡大とグローバル経営の推進、

および国内事業基盤の強化により、大グローバル

競争時代を勝ち抜き、永続的な企業価値増大を目指す。

　 1. グローバル人財の育成・強化
　 2．新興国市場の攻略（海外事業のさらなる強化・拡大）
　 3．国内での磐石な事業基盤強化
　 4．構造変化（産業・社会）に即した新事業の推進
　 5．グローバル連結経営体制の確立

　 ② 目標とする経営指標
当社グループは平成23年度から平成25年度の中期経営目標として、以下の
とおり設定しております。
1) さらなる事業規模拡大・収益性の追求

・平成25年度の売上高目標2,400億円、営業利益目標313億円（営業利益
率13.0％）、当期純利益目標203億円。

・３ヵ年の累計設備投資額380億円、３ヵ年累計研究開発費150億円、３
ヵ年累計事業拡大投資300億円。
（グループ会社設立、Ｍ＆Ａ、アライアンス等のための出資額）

　 2) ＲＯＡ・ＲＯＥを意識した経営の推進
・平成26年３月末ＲＯＡ 9.5％、ＲＯＥ 17.0％の達成。

　 3) バランスを考慮した企業収益の適正な配分
戦略的な成長投資、財務健全性の確保、株主還元のバランスを考慮した
企業収益の適正な配分を基本とし、中期経営計画期間中の配当について
は、連結ベースの配当性向30％を目標に、安定した配当の継続を目指し
ております。
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　 ③ 中長期的な会社の経営戦略
　欧州金融危機が世界各地域に与える信用収縮、実需低迷の影響は大きく、
世界経済の先行きは不透明感が増しているものの、中国・インド・ブラジル
他の新興国では堅実な内需に支えられ、インフレ抑制政策から経済成長路線
へと政策を転換してきております。これらの国々では経済を牽引する中間層
(ボリュームゾーン)が増加し市場ニーズが変化しており、顧客からの要求ス
ピードはさらに速くなり、新興国市場での競争はますます熾烈化し淘汰・選
別が進んでいくものと思われます。
　また、有限化石燃料資源への依存軽減、温暖化ガス削減に向けた、低炭素
化社会を目指した国際的な動向より、内燃機関から電動化、グリーンエネル
ギーの開発・普及などに見られる産業の中長期的な大きな変革が起きており
ます。
　これらの動向を踏まえ、当社グループにおいては、中長期的な視点から、
「事業ポートフォリオ経営による成長性と収益性の達成」、「総合技術力の強
化」、「人的資源の最適活用と人財力の強化」をグループ重点課題と位置付
け、以下の施策を推進します。

　 1) 事業ポートフォリオ経営による成長性と収益性の達成
成長分野におけるさらなる事業拡大ならびに新市場の開拓、およびコア
技術を活用した新製品の開発強化に向け、積極的な資源投入を図りま
す。
・インフラ整備関連事業(鉄道事業関連機器、建設機械用油圧機器)の中
国・アジア新興国市場を主とした海外事業のさらなる強化・拡大

・環境分野関連事業のさらなる強化・拡大(風力発電用関連機器、太陽熱
発電用関連機器等)

・建築、鉄道用ドア事業の海外・国内市場での強化・拡大
・精密機器事業、商用車用機器事業の中国・アジア新興国市場でのさら
なる強化・拡大

2) 総合技術力の強化
開発・製造・品質保証の全分野にわたる総合技術力を強化し、顧客へ優
れた製品を提供するとともに、競合他社に対する性能・品質・コスト優
位性の維持・向上を目指します。
・先行技術開発による競争優位性確保と総合技術力が発揮された新製品
開発促進

・生産技術力の強化によるコスト競争力の維持・向上
・品質向上体制の強化
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3) 人的資源の最適活用と人財力の強化
人的資源が事業の基盤であるとの認識のもと、グローバル化が進む中、
人的資源の最適活用とグローバル人財の育成・強化を図ります。
・重点戦略事業への人的資源の集中投入
・グローバル人財育成プログラムの強化

　 ④ 事業の展開
　当面の最重要課題は中期経営計画の達成であり、下記課題に取り組みま
す。

・グローバル展開のベースとなるグローバル人財の確保・育成・強化
・新興国市場ニーズにマッチしたビジネスモデルの構築、海外事業の収
益力強化

・産業構造、社会構造変化による市場ニーズを捉えた製品開発、高い総
合技術力を駆使した差別化製品の開発

・グローバル化に対応した迅速な意思決定体制の構築、リスクマネジメ
ント力の強化

　(4) 財産および損益の状況

区 分
平成20年度
第６期

平成21年度
第７期

平成22年度
第８期

平成23年度
第９期

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 158,170 126,249 169,303 198,527

経 常 利 益(百万円) 12,998 9,337 22,365 24,656

当 期 純 利 益(百万円) 4,425 4,017 13,387 14,756

自己資本利益率(ＲＯＥ) 5.8％ 5.2％ 15.8％ 15.6％

１株当たり当期純利益(円) 34.82 31.70 105.91 116.74

純 資 産(百万円) 81,716 85,167 96,531 107,466

１株当たり純資産額(円) 601.75 628.29 713.77 784.12

総 資 産(百万円) 144,685 149,480 180,729 208,092

(注) １株当たり当期純利益は、期中の平均株式数に基づき算出しております。なお、期中
の平均株式数は発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。
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　(5) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

ナ ブ コ ド ア 株 式 会 社 848 百万円 63.4 ％ 自動ドア等の販売・据付

ナブテスコオートモーティブ株式会社 450 百万円 100.0 ％ 自動車関連機器の製造・販売

東 洋 自 動 機 株 式 会 社 245 百万円 100.0 ％ 食品向包装機械の製造・販売

ナブテスコサービス株式会社 300 百万円 100.0 ％ 輸送用機器の販売・据付・メン
テナンス

上海納博特斯克液圧有限公司 1,450 万米ドル 51.0 ％ 油圧機器の製造・販売・メンテ
ナンス

Nabtesco Precision Europe GmbH 51 千ユーロ 100.0 ％ 精密減速機の販売

Gilgen Door Systems AG 2
百万スイ
スフラン 100.0 ％ 建物用自動ドア、鉄道用プラッ

トホームドア等の製造・販売

Nabtesco Aerospace Inc. 100 万米ドル 100.0
（100.0

％

％)
航空機器の製造・販売・メンテ
ナンス

Nabtesco Power Control（Thailand）Co.,Ltd. 700
百万タイ
バーツ 70.0 ％ 油圧機器の製造・販売

江蘇納博特斯克液圧有限公司 4,000 万米ドル 67.0 ％ 建設機械走行用油圧モーターの
製造・販売

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司 1,800 百万円 50.0 ％ 鉄道車両用ブレーキ・ドア装置
の製造・販売

(注)1. 当社の出資比率欄の（ ）内は、間接所有割合（内数）であります。
2. 当社は、平成23年４月１日付で、スイスのKaba Holding AGより、同社子会社Kaba

Gilgen AGの全株式を取得して当社の連結子会社とするとともに、同社の名称をGilgen
Door Systems AGと変更いたしました。

3. 江蘇納博特斯克液圧有限公司は平成23年10月14日に上海電気液圧気動有限公司との合
弁で設立いたしました。

　(6) 主要な事業セグメント

事 業 区 分 主 要 品 目

精 密 機 器 事 業
精密減速機、精密アクチュエーター、三次元光造形装置、
真空装置、高性能熱制御デバイス

輸 送 用 機 器 事 業
鉄道車両用ブレーキ・ドア装置、舶用エンジン制御装置、
商用車用エアブレーキ装置

航 空 ・ 油 圧 機 器 事 業
航空機用機器、建設機械用走行モーター、風力発電機用駆
動装置

産 業 用 機 器 事 業
建物用自動ドア、鉄道用プラットホームドア、食品向包装
機械、専用工作機械
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　(7) 主要な事業所
　 ① 当社

名 称 所 在 地

本社 東京都千代田区

岐阜工場 岐阜県不破郡垂井町

垂井工場 岐阜県不破郡垂井町

津工場 三重県津市

神戸工場 兵庫県神戸市

甲南工場 兵庫県神戸市

西神工場 兵庫県神戸市

名古屋営業所 愛知県名古屋市

神戸営業所 兵庫県神戸市

北九州営業所 福岡県北九州市

　 ② 子会社

名 称 所 在 地

ナブコドア株式会社 大阪府大阪市

ナブテスコオートモーティブ株式会社 東京都千代田区

東洋自動機株式会社 東京都港区

ナブテスコサービス株式会社 東京都品川区

上海納博特斯克液圧有限公司 中国 上海市

Nabtesco Precision Europe GmbH ドイツ デュッセルドルフ市

Gilgen Door Systems AG スイス ベルン州

Nabtesco Aerospace Inc. 米国 ワシントン州

Nabtesco Power Control（Thailand）Co.,Ltd. タイ チョンブリ県

江蘇納博特斯克液圧有限公司 中国 江蘇省

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司 中国 江蘇省
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　(8) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減

4,995名 938名増

(注)1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員については従業員の100分の10未満のため記載
を省略しております。

2. Kaba Gilgen AG(現Gilgen Door Systems AG)の株式取得による会社の買収を行なった
ため、従業員数が増加しております。

　(9) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3,867 百万円

株式会社みずほコーポレート銀行 2,500 百万円

株式会社三井住友銀行 1,554 百万円
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２．会社の株式に関する事項
　(1) 発行可能株式総数 400,000,000株

　(2) 発行済株式の総数 127,212,607株（うち自己株式177,373株)

　(3) 株主数 12,107名

　(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 神 戸 製 鋼 所 15,100 千株 11.89 ％

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,298 千株 4.96 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,384 千株 4.24 ％

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５ 5,354 千株 4.22 ％

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 5,171 千株 4.07 ％

帝 人 株 式 会 社 4,469 千株 3.52 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・株式会社神戸製鋼所口） 4,011 千株 3.16 ％

ＲＢＣ ＤＥＸＩＡ ＩＮＶＥＳＴＯＲ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＴＲＵＳＴ， ＬＯＮＤＯＮ－ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ 3,686 千株 2.90 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,627 千株 2.86 ％

Ｔ Ａ Ｉ Ｙ Ｏ Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ， Ｌ． Ｐ． 3,307 千株 2.60 ％

　 (注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
　 2. 持株比率については、自己株式（177千株）を控除して算出しております。

　(5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
　(1) 当事業年度末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況

　株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の状況
　 ① 新株予約権の数
　 1,298個
　 ② 目的となる株式の種類および数
　 普通株式 129,800株（新株予約権１個につき100株)
　 ③ 新株予約権の区分別合計

発行回次 行使価格 行使期間 区分 保有者数 個数

第１回株式報酬型
新株予約権

（平成21年度）
１円

平成21年８月22日から
平成46年８月21日まで

取締役 ９名 500個

第２回株式報酬型
新株予約権

（平成22年度）
１円

平成22年８月21日から
平成47年８月20日まで

取締役 ９名 370個

第３回株式報酬型
新株予約権

（平成23年度）
１円

平成23年８月20日から
平成48年８月19日まで

取締役 ９名 428個

（注）1．社外取締役および監査役には新株予約権を交付しておりません。
2．平成22年10月１日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更いたしましたため、そ

の後に発行した第３回株式報酬型新株予約権の１個あたりの株式数は1,000株ではなく
100株となっております。第１回株式報酬型新株予約権および第２回株式報酬型新株予
約権の個数については、第３回株式報酬型新株予約権の個数との表記単位を揃える便宜
から、各新株予約権の１個あたりの株式数を1,000株ではなく100株として算出した数字
を記載しております。

　(2) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
　株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の状況

　 ① 新株予約権の数
　 700個
　 ② 目的となる株式の種類および数
　 普通株式 70,000株（新株予約権１個につき100株)
　 ③ 新株予約権の区分別合計

発行回次 行使価格 行使期間 区分 交付者数 個数

第３回株式報酬型
新株予約権

（平成23年度）
１円

平成23年８月20日から
平成48年８月19日まで

取締役 ９名 428個

執行役員 11名 272個

　(3) その他新株予約権等に関する重要な事項の状況
平成18年11月29日開催の取締役会決議に基づき発行した2011年満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債は、平成23年12月１日に行使期間が終了し、平成
23年12月15日に満期償還いたしました。
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４．会社役員の状況
　(1) 取締役および監査役の状況（平成24年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 松 本 和 幸

代表取締役社長 小 谷 和 朗 最高経営責任者（ＣＥＯ）

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役

坪 内 繁 樹 企画本部長 兼 総務・人事本部長

常 務 取 締 役 三 代 洋 右 住環境カンパニー社長

常 務 取 締 役 今 村 雄二郎 技術本部長

取 締 役 今 村 正 夫 舶用カンパニー社長

取 締 役 青 井 博 之 コンプライアンス本部長

取 締 役 坂 本 勉 鉄道カンパニー社長

取 締 役 長 田 信 隆 航空宇宙カンパニー社長

取 締 役 楢 木 一 秀 株式会社神戸製鋼所常務執行役員

常 勤 監 査 役 髙 橋 信 彦

監 査 役 石 丸 哲 也

監 査 役 山 田 正 彦 ナブコドア株式会社監査役（社外）

監 査 役 三 谷 紘
弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所顧問）
富士通株式会社監査役（社外）

(注) 1. 取締役今村正夫および長田信隆の両氏は、平成23年６月24日開催の第８回定時株主
総会において、新たに取締役に選任され就任いたしました。

2. 監査役髙橋信彦氏は、平成23年６月24日開催の第８回定時株主総会において、新た
に監査役に選任され就任いたしました。

3. 監査役であった中村秀一氏は、平成24年２月28日付で辞任いたしました。
4. 取締役楢木一秀氏は、社外取締役であります。
5. 監査役石丸哲也、山田正彦、三谷紘の３氏は、社外監査役であります。
6. 監査役髙橋信彦氏は、当社の経理部門における長年の経験があり、財務および会計

に関する相当程度の知見を有しております。
7. 社外監査役石丸哲也氏は、一部上場会社の経理部門における長年の経験があり、財

務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
8. 社外監査役石丸哲也、山田正彦、三谷紘の３氏につきましては、東京証券取引所に

対し、独立役員として届け出ております。
9. 社外取締役楢木一秀氏は、平成24年４月１日付で株式会社神戸製鋼所の専務執行役

員に就任しております。
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　(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 対象人員 報酬等の総額

報酬等の内訳

月次報酬等
株式報酬型

ストックオプション

取 締 役 11名 318百万円 253百万円 65百万円

監 査 役
(うち社外監査役)

６名
(３名)

68百万円
( 19百万円)

68百万円
(19百万円)

計 17名 387百万円 322百万円 65百万円

(注) 1. 当社の役員報酬は、取締役については、月次報酬（固定報酬と業績連動報酬により構
成）および株式報酬型ストックオプションで構成されており、監査役（社外監査役
を含む）については固定報酬のみとなっております。

2. 上記対象人員には、当期中の退任取締役２名および退任監査役１名ならびに辞任監
査役１名を含み、無報酬の社外取締役１名を除いております。

3. 取締役の報酬等の限度額は次のとおりであります。
①月次報酬等 年額 350百万円
②株式報酬型ストックオプション 年額 100百万円
（①②ともに平成21年６月24日開催の第６回定時株主総会決議）

4. 監査役の報酬等の限度額は次のとおりであります。
　年額 80百万円（平成21年６月24日開催の第６回定時株主総会決議）

5. 上記報酬等の額のほか、社外監査役１名が当社連結子会社であるナブコドア株式会
社の社外監査役として受けた報酬は２百万円であります。
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　(3) 社外役員に関する事項
　 ① 重要な兼職先と当社との関係

1) 社外取締役の楢木一秀氏は、株式会社神戸製鋼所の常務執行役員を兼務
しております。なお株式会社神戸製鋼所は当社と取引を行っており、当
社株式の11.89％を保有しております。

2) 社外監査役の山田正彦氏はナブコドア株式会社の社外監査役を兼務して
おります。なおナブコドア株式会社は当社の連結子会社であり、当社お
よび当社グループ会社が取引を行っております。

3) 社外監査役の三谷紘氏はＴＭＩ総合法律事務所の顧問および富士通株式
会社の社外監査役を兼務しております。なおＴＭＩ総合法律事務所およ
び富士通株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

　 ② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏 名
取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

発言状況

取締役 楢 木 一 秀 85.0％ ―
社外取締役としての立場から、必要
な発言・助言がありました。

監査役 石 丸 哲 也 100.0％ 100.0％
社外監査役としての立場から、専
門・経験を踏まえた発言・助言があ
りました。

監査役 山 田 正 彦 100.0％ 100.0％

監査役 三 谷 紘 100.0％ 92.3％

(注) 当期中に開催した取締役会は20回、監査役会は13回であります。

　 ③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款に社外取締役および社外監査役の責任限定契約に関する規定

を設けております。当社定款に基づき当社は社外取締役楢木一秀、社外監査
役石丸哲也、同山田正彦、同三谷紘の４氏との間で責任限定契約を締結して
おります。その契約内容は次のとおりです。
同契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令が定める額とのいずれ

か高い額とします。
上記の責任限定が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職

務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。
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５．会計監査人に関する状況
　(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

　(2) 会計監査人に対する報酬等の額

① 当社が支払うべき報酬等の合計額 71百万円

② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 106百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金
額にはこれらの合計額を記載しております。
当社の重要な子会社のうち、上海納博特斯克液圧有限公司、Nabtesco Precision
Europe GmbH、Gilgen Door Systems AG、Nabtesco Aerospace Inc.、Nabtesco Power
Control（Thailand）Co.,Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けてお
ります。

　(3) 非監査業務の内容
　当社は同監査法人に対し、公認会計士法第２条第１項の業務以外の非監査
業務であるコンフォートレター作成業務およびＣＳＲ報告書作成業務を委託
し、対価を支払っております。

　(4) 解任または不再任の決定の方針
　取締役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある
と判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求
に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的としま
す。
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総
会の会議の目的とすることを請求します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目
に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を
解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
れる株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告しま
す。
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６．業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項
は次のとおりであります。

　当社グループの内部統制システム構築の基本方針を次のとおり定める。
　内部統制推進の最高責任者はＣＥＯとする。
　取締役会は、事業環境や社会的要請の変化、法令の改正、リスクの多様化等に
応じて内部統制システムの整備に関し継続的に検討を重ね、毎年一回その他必要
に応じ見直しを行う。

　(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制

① 取締役および使用人は、企業理念、企業倫理綱領、グループ行動基準を適
正かつ公正な事業活動の拠り所としてこれを遵守する。また社会の一員とし
て社会規範・倫理に則した行動を行い、健全な企業文化の維持形成に努め
る。

② 取締役（会）は、法令、定款、取締役会規則およびグループ責任・権限規
程等に規定される経営上の重要事項について、適切に意思決定を行う。

③ 取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された職務を執
行するとともに、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する。また、各
取締役は、他の取締役によるものも含め、職務の執行について法令および定
款への適合性に関し問題が生じた場合は、取締役会および監査役（会）へ報
告する。

④ 取締役および使用人は、意思決定および職務の執行において、本社専門ス
タッフあるいは外部専門家の専門意見を聴取することを徹底することで、判
断の合理性・妥当性、適法性を確保する。

⑤ 取締役会は、社外取締役、社外監査役による外部からの多面的かつ公正な
観点からのアドバイスを通じて、適正な判断を行う。

⑥ コンプライアンスの推進においてＣＥＯを補佐するため、コンプライアン
スを推進する部門を設置する。社会情勢および法改正等に則したコンプライ
アンス体制の見直しと、取締役、使用人に対するグループ横断的なコンプラ
イアンス教育を行う。

⑦ 取締役および使用人は、当社グループにおける不正行為の通報義務を有
し、その手段の一つとして企業倫理ホットラインを開設し、運用する。
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　(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 取締役は、その職務の執行に係る以下の情報（文書および電磁的記録。以
下同じ。）について、法令および社内規程に基づき、それぞれの担当職務に
従い適切に作成および保存・管理を行う。

　 1) 株主総会議事録およびその関連資料
　 2) 取締役会議事録およびその関連資料

3) マネジメント・コミッティ等、取締役が主催する重要な会議体の議事内
容の記録および関連資料

　 4) 取締役会が決定者となる決定通知書および付属書類
　 5) その他取締役の職務の執行に関する重要な書類

② 上記①に定める情報の作成および保存・管理における責任者は、それぞれ
の会議体議長または別途定められた取締役、決定者あるいは当該職務を執行
する取締役とする。

③ 電磁的記録については、ＩＴ技術の高度化に伴う漏洩リスクに対し十分な
セキュリティ体制を整備し、継続的に強化・改善を図る。

　(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損益、資産効率、品質、災害等の状況が取締役会に適正かつタイムリーに
報告され、また当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実がある
ことを発見したときは、迅速かつ的確に取締役(会)へ報告される体制を整備
し、リスクの早期発見に努め、損失の極小化を図る。

② 以下の事項に対し、リスクの管理および損失の予防を行う。グループ横断
的な組織の設置、規程の整備を行う。
1) 事業環境や業界構造の変化および新技術、新規参入への対処の遅れ等に

起因する事業の機会損失リスク
2) 取締役、使用人の不適切な判断、業務処理あるいは重過失、不正行為等

に起因する事業運営リスク
3) カントリーリスクや販売先・仕入先の与信等に起因する代金回収不能・

調達支障リスク
　 4) 所有する金融資産や金利・為替の変動等に起因する金融リスク
　 5) 基幹システムの停止・動作不良や情報漏洩等のＩＴリスク
　 6) 契約の不備、知的財産権の侵害等に起因する訴訟リスク

7) ＥＳＨ（Environment, Safety ＆ Health：環境・安全・健康）に関する
リスク

　 8) ＰＬ（Product Liability：製造物責任）を含む品質に関するリスク
　 9) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク

③ グループ責任・権限規程の遵守・徹底を通じて、意思決定の合理性・妥当
性、適法性を確保し、リスクの管理を行う。
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④ 事故、災害および重要な品質問題発生時の報告要領を社内規程に定め、そ
れに基づく有事の際の迅速かつ適切な情報伝達および緊急対応態勢を整備す
る。

⑤ 内部監査部門をはじめ本社専門スタッフが、業務上のリスク管理状況を横
断的に監査し、業務改善に関し必要かつ適切な助言を行う。

　(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、必要な組織
を組成し、それぞれの業務分掌を定める。取締役は取締役会決議により業務
を分担し、業務分掌に基づき業務を執行する。

② 当社の事業内容、事業特性に鑑み、執行役員制・カンパニー制を採る。
1) 執行役員は取締役会より委嘱された業務を執行し、報告を行う。
2) 戦略事業単位としてカンパニーを設置し、各カンパニーはグループ責

任・権限規程に基づき業務を執行し、報告を行う。
③ 取締役会付議事項のうち業務執行に係るものについては、業務執行上の重
要事項を審議する機関であるマネジメント・コミッティで事前審議を行い、
論点を整理した上で取締役会へ上程することにより、取締役会における意思
決定の適正化および効率化を図る。

　(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 内部統制に係る理念、方針は全てグループ適用とし、グループ全体への浸
透と統一化を図る。

② グループ会社管理規程を制定し子会社の管理区分および管理事項を規定す
るとともに、子会社の規模および重要性（当社グループへの影響度合い）お
よび子会社の自主健全性を勘案し、グループ責任・権限体系を定める。

③ 全部連結を採用し全子会社の業績を当社連結業績に適切に反映させ、かつ
管理連結を採用しカンパニー連結での業績評価を行うことで、子会社の事業
運営の適正化、効率化および財務報告の質的向上を図る。

④ 子会社の社外取締役、社外監査役を当社より派遣し意思決定および業務の
適正化を図るとともに、グループ監査役会を通じて、子会社における監査の
均質化と充実を図る。

⑤ 当社の内部監査部門において子会社に対する内部監査を実施し、監査を通
じて業務改善に関し必要かつ適切な助言を行う。

　(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項

① 監査役（会）から監査役を補助すべき使用人の設置の要請があった場合
は、監査役（会）との事前協議の上、速やかに当該使用人を確保する。
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(7) 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役を補助すべき使用人を設けた場合、取締役からの独立性を確保する
ため、当該使用人の人事異動および人事考課は、監査役（会）との事前合議
の上、決定する。

　(8) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制

① 取締役は、当社または当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事
実があることを発見したときは、直ちにその事実を監査役（会）に報告す
る。

② 取締役および使用人は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または当
社の業務および財産の状況の調査をする場合は、迅速かつ適切に対応する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① マネジメント・コミッティ等の業務執行上の重要な会議への出席および経
営情報の閲覧により、監査役が取締役と同等の情報に基づいた監査および業
務執行上の重要事項における意思決定プロセスをチェックできる体制を確保
する。

② 監査役（会）は、ＣＥＯおよび代表取締役との意見交換会を定期的に開催
できる。

③ 監査役は、執行役員および重要な使用人から職務執行状況を報告させるこ
とができる。

④ 監査役が会計監査人および財務経理部門と定期的に意見交換を行い、財務
報告の適正性について確認ができる体制を確保する。

⑤ 監査役が内部監査部門および関連部門と定期的に監査状況の報告および監
査に関する協議、情報・意見交換を行い、監査業務の充実を図ることができ
る体制を確保する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切捨てております。比

率その他の数字は、表示の数値未満を四捨五入しております。
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連結貸借対照表

(平成24年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 ( 123,929) 流 動 負 債 ( 70,897)

現 金 及 び 預 金 15,505 支払手形及び買掛金 34,601

受取手形及び売掛金 47,539 短 期 借 入 金 11,412

有 価 証 券 34,998 未 払 法 人 税 等 4,471

商 品 及 び 製 品 3,263 製 品 保 証 引 当 金 1,541

仕 掛 品 7,776 受 注 損 失 引 当 金 80

原材料及び貯蔵品 9,070 そ の 他 18,789

繰 延 税 金 資 産 2,910 固 定 負 債 ( 29,728)

そ の 他 3,038 社 債 10,000

貸 倒 引 当 金 △173 長 期 借 入 金 10,281

固 定 資 産 ( 84,163) 退 職 給 付 引 当 金 7,335

有 形 固 定 資 産 ( 51,509) 役員退職慰労引当金 171

建 物 及 び 構 築 物 16,407 繰 延 税 金 負 債 915

機械装置及び運搬具 17,174 そ の 他 1,024

工具器具及び備品 2,420 負 債 合 計 100,625

土 地 14,411 (純 資 産 の 部)

建 設 仮 勘 定 1,095 株 主 資 本 ( 101,507)

無 形 固 定 資 産 ( 15,838) 資 本 金 10,000

の れ ん 14,570 資 本 剰 余 金 17,445

そ の 他 1,267 利 益 剰 余 金 74,815

投資その他の資産 ( 16,816) 自 己 株 式 △753

投 資 有 価 証 券 14,930 その他の包括利益累計額 ( △2,414)

繰 延 税 金 資 産 388 その他有価証券評価差額金 1,022

そ の 他 1,639 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0

貸 倒 引 当 金 △142 為替換算調整勘定 △3,436

新 株 予 約 権 ( 208)

少 数 株 主 持 分 ( 8,165)

純 資 産 合 計 107,466

資 産 合 計 208,092 負債・純資産合計 208,092
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連結損益計算書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 198,527

売 上 原 価 148,184

売 上 総 利 益 50,342

販売費及び一般管理費 27,484

営 業 利 益 22,858

営 業 外 収 益

受 取 利 息 91

受 取 配 当 金 85

受 取 賃 貸 料 253

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,787

そ の 他 255 2,474

営 業 外 費 用

支 払 利 息 201

為 替 差 損 39

寄 付 金 183

そ の 他 251 675

経 常 利 益 24,656

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 169

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2

事 業 譲 渡 益 60

退 職 給 付 制 度 改 定 益 49

受 取 補 償 金 131 414

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 200

投 資 有 価 証 券 売 却 損 10

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 4

賃 貸 借 契 約 解 約 損 7 223

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 24,847

法人税、住民税及び事業税 7,807

法 人 税 等 調 整 額 1,065 8,873

少数株主損益調整前当期純利益 15,974

少 数 株 主 利 益 1,217

当 期 純 利 益 14,756

― 23 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月22日 21時43分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40 20110927_01）



連結株主資本等変動計算書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 10,000 17,448 64,263 △645 91,066

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,194 △4,194

当 期 純 利 益 14,756 14,756

自己株式の取得 △164 △164

自己株式の処分 △2 56 53

持分法適用会社に対する
持分変動に伴う自己株式の増減

―

在外子会社従業員奨励福利基金 △9 △9

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

―

当 期 変 動 額 合 計 ― △2 10,552 △108 10,441

当 期 末 残 高 10,000 17,445 74,815 △753 101,507

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,512 △0 △2,336 △824 159 6,130 96,531

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,194

当 期 純 利 益 14,756

自己株式の取得 △164

自己株式の処分 53

持分法適用会社に対する
持分変動に伴う自己株式の増減

―

在外子会社従業員奨励福利基金 △9

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△490 0 △1,100 △1,589 48 2,034 493

当 期 変 動 額 合 計 △490 0 △1,100 △1,589 48 2,034 10,935

当 期 末 残 高 1,022 △0 △3,436 △2,414 208 8,165 107,466
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　１．連結の範囲に関する事項

　 (イ)連結子会社の数……41社

主要会社名：ナブコドア㈱、ナブテスコオートモーティブ㈱、東洋自動機㈱、ナブテ

スコサービス㈱、上海納博特斯克液圧有限公司、Nabtesco Precision Europe GmbH、

Gilgen Door Systems AG、Nabtesco Aerospace Inc.、Nabtesco Power Control

(Thailand) Co.,Ltd.、江蘇納博特斯克液圧有限公司、江蘇納博特斯克今創軌道設備

有限公司

平成23年４月１日付でスイスのKaba Holding AG社から同社の自動ドア部門を買収し、

Gilgen Door Systems AG、Gilgen Door Systems UK Limited、Gilgen Door Systems

Germany GmbH、Gilgen Door Systems Austria GmbH、Gilgen Door Systems France

S.A.S.、Gilgen Door Systems Italy srl、格里根門系統（蘇州）有限公司の７社を

新たに子会社化したため、連結の範囲に含めている。

また、上海納博特斯克管理有限公司は、平成23年７月27日付にて設立し、江蘇納博特

斯克液圧有限公司は、平成23年10月14日付にて設立したため、連結の範囲に含めてい

る。

ＴＳＴＭ㈱は、清算手続きが完了したことにより消滅しているため、連結の範囲から

除外している。

　 (ロ)非連結子会社の数…０社

　２．持分法の適用に関する事項

　 (イ)持分法適用関連会社の数……８社

主要会社名：ＴＭＴマシナリー㈱、ナブコシステム㈱、㈱ハーモニック・ドライブ・

システムズ

　 (ロ)持分法の適用の手続に関する事項

持分法適用関連会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直

近の事業年度に係る計算書類を使用している。
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　３．連結子会社の事業年度に関する事項

事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社は、Nabtesco Aerospace Inc.、Nabtesco

Motion Control Inc.、Nabtesco USA Inc.、NABCO ENTRANCES,INC.、Nabtesco Gilgen

（Hong Kong）Limited、Nabtesco Precision Europe GmbH、NABMIC B.V.、Nabtesco

Marine Service Singapore Pte Ltd、Nabtesco Marinetec Co.,Ltd.、Nabtesco

Automotive Products（Thailand）Co.,Ltd.、Nabtesco Power Control（Thailand）

Co.,Ltd.、上海納博特斯克液圧有限公司、納博克自動門（北京）有限公司、納博特斯克

鉄路運輸設備（北京）有限公司、上海納博特斯克船用控制設備有限公司、台湾納博特斯

克科技股份有限公司、納博特斯克（上海）伝動設備商貿有限公司、大連東洋自動機包装

設備有限公司、江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司、Gilgen Door Systems AG、

Gilgen Door Systems UK Limited、Gilgen Door Systems Germany GmbH、Gilgen Door

Systems Austria GmbH、Gilgen Door Systems France S.A.S.、Gilgen Door Systems

Italy srl、格里根門系統（蘇州）有限公司、上海納博特斯克管理有限公司及び江蘇納

博特斯克液圧有限公司であり、その決算日（12月31日）の計算書類を用いて連結計算書

類を作成している。

なお、これらの連結子会社28社については、当該会社の決算日と連結決算日との間に重

要な取引が生じた場合には、連結上、必要な調整を行っている。

　４．会計処理基準に関する事項

　 (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

　 (1) 有価証券

　 満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）

　 その他有価証券

時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの…主として移動平均法による原価法

(2) デリバティブ………… 時価法

　 (3) たな卸資産

評価基準………… 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(ただし、在外連結子会社の原材料は、主として低価法に

よっている。）

評価方法

　① 商品及び製品・仕掛品…主として総平均法（一部は個別法）

　② 原材料及び貯蔵品………主として総平均法（一部は移動平均法）
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　 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 (1) 有形固定資産 （リース資産を除く）

当社及び国内

連結子会社

………主として定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）及び当社の建物については定額法。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産に

ついては、主として３年間均等償却によっている。

また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について

は、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から５

年間で均等償却する方法によっている。

在外連結子会社……主として定額法

　 (2) 無形固定資産 （リース資産を除く）

定額法を採用している。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっている。

　 (3) リース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっている。

　 (ハ)重要な引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

　 ①一般債権………………………………貸倒実績率法

　 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権……財務内容評価法

　 (2) 製品保証引当金

製品の引渡後に発生する補修費用等の支出に備えるため、当該費用の発生額を個

別に見積って計上している。

　 (3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において、将来の損

失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることができるものについて、

その損失見込額を計上している。
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　 (4) 環境対策引当金

当社の旧横須賀工場跡地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌改

良による損失に備えるため、支払見込額を計上している。

　 (5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計

上している。

なお、数理計算上の差異については、主に各連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。過去勤務債

務については、発生時に一括費用処理することとしている。

　(追加情報)

国内連結子会社であるナブコドア㈱は、平成23年４月１日付で適格退職年金制度

を廃止し、退職給付制度の一部を確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適

用している。

本移行により、特別利益として退職給付制度改定益49百万円を計上している。

　 (6) 役員退職慰労引当金

連結子会社の一部は、役員退職金の支出に備えるため、内規による当連結会計年

度末における要支給額を計上している。

　 (ニ)重要な収益及び費用の計上基準

　 (1) 完成工事高の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用している。
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　 (ホ)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　 (1) 重要なヘッジ会計の方法

　 ①ヘッジ会計の方法

　 原則として、繰延ヘッジ処理によっている。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理

に、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によって

いる。

　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

為替予約 外貨建金銭債権債務等
　 ③ヘッジ方針

ヘッジ取引は実需に基づいたリスクのみを対象とし、投機的な手段として

は行わない。

　 ④ヘッジ有効性評価の方法

原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の当該累

計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。なお、為替予

約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始時及びその後も継続して為替の変動を完全に相殺するもの

と見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略している。また、金利ス

ワップについては、特例処理適用の判定をもって有効性の判定に代えてい

る。

　 (2) 消費税等の会計処理

　 税抜方式によっている。

　 (ヘ)連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法によっている。

　 (ト)のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんについては、20年以内のその効力の及ぶ期間にわたって均等償却している。

ただし、少額なものについては発生時に全額を償却している。なお、平成22年３月

31日以前に発生した負ののれんについては５年間で均等償却している。

　５．会計方針の変更

当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号

平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用している。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が
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確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場

合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサ

ービスに係る分を含める方法に変更している。

　６．表示方法の変更

営業外費用のその他に含めて表示していた「寄付金」は、当連結会計年度において重要

性が増したため、区分掲記している。

　７．追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日)

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第24号 平成21年12月４日）を適用している。

(法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施す

るために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12

月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下

げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び

繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日

に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込ま

れる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に

解消が見込まれる一時差異については35.64％となる。この税率変更により、繰延税金

資産が330百万円、繰延税金負債が26百万円それぞれ減少し、法人税等調整額は302百万

円増加している。
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連結貸借対照表に関する注記

　１. 有形固定資産の減価償却累計額 82,628百万円

　２. 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当

連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含

まれている。

受取手形 322百万円

支払手形 55百万円

　３. 圧縮記帳額

都市再開発法に基づく権利変換により有形固定資産の取得価額から直接減額している圧縮

記帳額は次のとおりである。

建設仮勘定 1,287百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

　１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

　 普 通 株 式 127,212,607株

　２．配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 2,033 16 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年10月31日
取 締 役 会

普通株式 2,160 17 平成23年９月30日 平成23年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,159 17 平成24年３月31日 平成24年６月27日

　３．当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　 (権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）

　 普 通 株 式 185,000株
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金融商品に関する注記

　１．金融商品の状況に関する事項

　 (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業を行うために必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調

達し、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用している。デリバティブは、後

述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であ

る。

　 (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、

グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替

の変動リスクに晒されているが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジ

ションについて、先物為替予約を利用してヘッジしている。有価証券及び投資有価

証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との関係強化に関連する株式であ

り、市場価格の変動リスクに晒されている。

借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償

還日は決算日後、最長５年以内である。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘ

ッジ取引を目的とした先物為替予約取引、及び、借入金に係る支払金利の変動リス

クに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引である。なお、ヘッジ会計に

関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい

ては、前述の「会計処理基準に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載

している。

　 (3) 金融商品に係るリスク管理体制

　 ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、顧客与信管理規程に従い、営業債権について各事業における営業部

門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及

び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っている。連結子会社についても、当社の顧客与信管理規程を準

用し、同様の管理を行っている。

満期保有目的の債券は、資金運用細則に従い、格付の高い債券のみを対象と

しているため、信用リスクは僅少である。

デリバティブ取引の利用にあたっては、デリバティブ取引のリスク管理細則

に従い、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っている。
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　 ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月

別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用

してヘッジしている。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や対象企業の財務状況

等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直している。

当社の長期借入金については、支払金利の変動リスクを抑制するため、金利

スワップ取引を利用している。

デリバティブ取引については、当社取締役会においてデリバティブ取引の取

組方針の決定が行われ、これを受けて各社の経理担当部署が取引限度額、取

引手続等を定めた社内規程等に基づき取引を行い、毎月当社取締役会におい

て取引状況の報告を行っている。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、経理部が適時に資金繰計画を作成・更

新するとともに、不安定な金融市場を背景として、高水準の手許流動性を確

保することにより、資金調達に係る流動性リスクを管理している。

　 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込

んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することも

ある。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に

関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを

示すものではない。
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　２．金融商品の時価等に関する事項

平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には

含めていない（（注）２を参照）。

(単位：百万円)

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 15,505 15,505 ―

(2) 受取手形及び売掛金 47,539 47,539 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

① 満期保有目的の債券 34,998 34,998 ―

② その他有価証券 4,745 4,745 ―

③ 関連会社株式 3,440 12,732 9,291

資産計 106,228 115,520 9,291

(1) 支払手形及び買掛金 34,601 34,601 ―

(2) 短期借入金 11,412 11,412 ―

(3) 社債 10,000 10,029 29

(4) 長期借入金 10,281 10,288 7

負債計 66,296 66,332 36

デリバティブ取引(※１) (3) (3) ―

(※１) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で

正味の債務となる項目については（ ）で表示している。

なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジの対象とされている売掛金と一体として

処理されているため、その時価は当該売掛金の時価に含めて記載している。

(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、並びに （2） 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっている。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取

引金融機関から提示された価格によっている。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに （2） 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっている。
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(3) 社債

当社の発行する社債の時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によ

っている。

(4) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行なった場合に

想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。

なお、長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワ

ップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入を行なった場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっている。

デリバティブ取引

全てヘッジ会計が適用されている。

時価は取引金融機関から提示された価格によっている。

(注) ２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 122

関連会社株式 6,622

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておらず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券 ②その他
有価証券及び③関連会社株式」には含めていない。

(注) ３ 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

(1) 現金及び預金 15,505 ― ― ―

(2) 受取手形及び売掛金 47,539 ― ― ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

① 満期保有目的の債券 35,000 ― ― ―

② その他有価証券のうち満期があるもの ― ― ― 100

合計 98,044 ― ― 100

(注) ４ 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

社債 ― ― ― ― 10,000 ―

長期借入金 ― ― 10,000 ― 281 ―

合計 ― ― 10,000 ― 10,281 ―
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賃貸等不動産に関する注記

　１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビルの一部及び土地等を有し

ている。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結

決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりである。

　２．賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位：百万円)

用途

連結貸借対照表計上額
連結決算日における

時価当連結会計年度期首

残高

当連結会計年度

増減額

当連結会計年度末

残高

賃貸用不動産 4,086 △36 4,050 4,302

遊休不動産 323 △ 2 321 2,674

合計 4,410 △38 4,371 6,977

(注) １ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

２ 賃貸用不動産の主なものは、神戸市中央区所在の土地、東京都中央区所在の貸ビル、

愛媛県松山市所在の土地・建物である。

３ 遊休不動産の主なものは、神奈川県横須賀市所在の旧横須賀工場跡地、東京都品川

区所在の土地（再開発中）である。

４ 主な変動

減少のうち、主なものは減価償却によるものである。

　 ５ 時価の算定方法

主として不動産鑑定士による鑑定評価等によっている。

また、当該賃貸等不動産に関する平成24年３月期における損益は、以下のとおりであ

る。

(単位：百万円)

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他費用

293 93 199 15

(注) １ 賃貸費用は、賃貸用不動産に係る減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等であ

る。

２ その他費用は、遊休不動産に係る減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等である。

１株当たり情報に関する注記

　 １株当たり純資産額 784円12銭

　 １株当たり当期純利益 116円74銭
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企業結合に関する注記

　取得による企業結合

　１．企業結合の概要

　 (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Kaba Gilgen AG

事業の内容 建物用自動ドア、鉄道用プラットホームドア、可動

パーティション、可動ゲート等の製造・販売
　 (2) 企業結合を行なった主な理由

当社は、日本、米国及び中国を含むアジア市場において、建築用自動ドア及び鉄道用

プラットホームドア事業(以下、「当該事業」)を展開しているが、当該事業は海外市

場でより高い成長が見込まれると共に、世界規模での上位メーカーによる競争、寡占

化が進んでいる。

Kaba社の自動ドア事業は、建築用分野で「Gilgen」、或いは「Kaba Gilgen」の名称で

欧州で長い歴史と高いブランド力を誇り、また、鉄道用プラットホームドア分野で

は、欧州、香港、中国、米国で事業展開をしていた。

今般当社は、日本、米国、中国に欧州を加えた世界の４大市場での事業展開を果た

し、世界市場での競争力を強化することを目的として、Kaba社の自動ドア事業を取得

した。

　 (3) 企業結合日

平成23年４月１日

　 (4) 企業結合の法的形式

株式取得

　 (5) 結合後企業の名称

Gilgen Door Systems AG

　 (6) 取得した議決権比率

100％

　 (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が、現金を対価としてKaba Gilgen AGの株式を100％取得したため。

　２．連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

平成23年４月１日から平成23年12月31日まで

　３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金 17,854百万円

取得に直接要した費用 アドバイザー費用等 145百万円

取得原価 17,999百万円

　４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　 (1) 発生したのれんの金額

15,707百万円
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　 (2) 発生原因

Kaba Gilgen AGの企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、当該差額を

のれんとして認識したことによる。

　 (3) 償却方法及び償却期間

20年間の均等償却

　５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 7,470百万円

固定資産 1,801百万円

資産合計 9,271百万円

流動負債 6,613百万円

固定負債 271百万円

負債合計 6,884百万円
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成24年5月10日

ナブテスコ株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 宍 戸 通 孝 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 原 田 大 輔 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 池 亀 寛 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ナブテスコ株式会社の平成23年4月1日か
ら平成24年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行なった。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明をするためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
なわれた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ナブテスコ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以 上

― 39 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月22日 21時43分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40 20110927_01）



貸借対照表

(平成24年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 ( 86,011) 流 動 負 債 ( 57,091)

現 金 及 び 預 金 3,335 支 払 手 形 142

受 取 手 形 1,632 買 掛 金 27,050

売 掛 金 32,733 短 期 借 入 金 7,800

有 価 証 券 34,998 未 払 金 7,677

商 品 及 び 製 品 1,454 未 払 法 人 税 等 2,660

仕 掛 品 4,032 未 払 費 用 3,261

原材料及び貯蔵品 4,168 前 受 金 204

繰 延 税 金 資 産 2,022 預 り 金 6,796

短 期 貸 付 金 1,355 製 品 保 証 引 当 金 1,407

未 収 入 金 1,062 受 注 損 失 引 当 金 79

そ の 他 285 そ の 他 12

貸 倒 引 当 金 △1,070 固 定 負 債 ( 26,696)

固 定 資 産 ( 76,199) 社 債 10,000

有 形 固 定 資 産 ( 36,743) 長 期 借 入 金 10,000

建 物 12,099 退 職 給 付 引 当 金 6,159

構 築 物 496 そ の 他 536

機 械 及 び 装 置 11,986 負 債 合 計 83,787

車 両 及 び 運 搬 具 34 (純 資 産 の 部)

工具器具及び備品 1,449 株 主 資 本 ( 78,247)

土 地 10,251 資 本 金 10,000

建 設 仮 勘 定 426 資 本 剰 余 金 ( 29,482)

無 形 固 定 資 産 ( 898) 資 本 準 備 金 24,690

ソ フ ト ウ ェ ア 700 その他資本剰余金 4,791

そ の 他 197 利 益 剰 余 金 ( 39,020)

投資その他の資産 ( 38,557) 利 益 準 備 金 1,076

投 資 有 価 証 券 4,733 その他利益剰余金 ( 37,944)

関 係 会 社 株 式 28,833 資産圧縮積立金 89

関 係 会 社 出 資 金 4,028 繰越利益剰余金 37,854

長 期 前 払 費 用 321 自 己 株 式 △255

繰 延 税 金 資 産 40 評価・換算差額等 ( △33)

そ の 他 666 その他有価証券評価差額金 △33

貸 倒 引 当 金 △65 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0

新 株 予 約 権 ( 208)

純 資 産 合 計 78,422

資 産 合 計 162,210 負債・純資産合計 162,210
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損益計算書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 133,709

売 上 原 価 105,198

売 上 総 利 益 28,510

販売費及び一般管理費 13,397

営 業 利 益 15,112

営 業 外 収 益

受 取 利 息 29

受 取 配 当 金 2,833

受 取 賃 貸 料 268

為 替 差 益 129

そ の 他 231 3,492

営 業 外 費 用

支 払 利 息 127

寄 付 金 176

そ の 他 188 492

経 常 利 益 18,112

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 162

関 係 会 社 清 算 益 89 252

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 180

投 資 有 価 証 券 売 却 損 9

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 4 194

税 引 前 当 期 純 利 益 18,171

法人税、住民税及び事業税 5,254

法 人 税 等 調 整 額 712 5,966

当 期 純 利 益 12,204
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株主資本等変動計算書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 10,000 24,690 4,794 29,484

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

任意積立金の積立

任意積立金の取崩

当 期 純 利 益

自己株式の取得

自己株式の処分 △2 △2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― △2 △2

当 期 末 残 高 10,000 24,690 4,791 29,482

(単位：百万円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計資産圧縮

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,076 15 29,919 31,011 △147 70,348

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,194 △4,194 △4,194

任意積立金の積立 75 △75 ― ―

任意積立金の取崩 △0 0 ― ―

当 期 純 利 益 12,204 12,204 12,204

自己株式の取得 △164 △164

自己株式の処分 56 53

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

―

当 期 変 動 額 合 計 ― 74 7,935 8,009 △108 7,898

当 期 末 残 高 1,076 89 37,854 39,020 △255 78,247
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(単位：百万円)

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 447 △0 447 159 70,955

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,194

任意積立金の積立 ―

任意積立金の取崩 ―

当 期 純 利 益 12,204

自己株式の取得 △164

自己株式の処分 53

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

△481 0 △480 48 △431

当 期 変 動 額 合 計 △481 0 △480 48 7,466

当 期 末 残 高 △33 △0 △33 208 78,422

― 43 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月22日 21時43分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.40 20110927_01）



個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

　１．資産の評価基準及び評価方法

　 (1) 有価証券

　 ①満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

　 ②子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

　 ③その他有価証券

時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの…移動平均法による原価法

(2) デリバティブ…………時価法

　 (3) たな卸資産

評価基準………………原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　 評価方法

①商品及び製品・仕掛品…総平均法（一部は個別法）

②原材料及び貯蔵品………総平均法（一部は移動平均法）

　２．固定資産の減価償却の方法

　 (1) 有形固定資産 （リース資産を除く）

　 建物及び建物附属設備は定額法、その他は定率法を採用している。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均

等償却を行っている。

また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額

まで償却が終了した翌事業年度から５年間で均等償却を行っている。

　 (2) 無形固定資産 （リース資産を除く）

　 定額法を採用している。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっている。

　 (3) リース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。
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　３．引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

　 ①一般債権………………………………貸倒実績率法

　 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権……財務内容評価法

　 (2) 製品保証引当金

製品の引渡後に発生する補修費用等の支出に備えるため、当該費用の発生額を個別

に見積って計上している。

　 (3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において、将来の損失が見

込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることができるものについて、その損失

見込額を計上している。

　 (4) 環境対策引当金

旧横須賀工場跡地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌改良による

損失に備えるため、支払見込額を計上している。

　 (5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。

なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理することとしている。過去勤務債務については、発生

時に一括費用処理することとしている。

　４．収益及び費用の計上基準

　 (1) 完成工事高の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用している。

　５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　 (1) ヘッジ会計の方法

　 ①ヘッジ会計の方法

　 原則として、繰延ヘッジ処理によっている。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理

に、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によって

いる。

― 45 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月22日 21時43分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.40 20110927_01）



　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

為替予約 外貨建金銭債権債務等
　 ③ヘッジ方針

ヘッジ取引は実需に基づいたリスクのみを対象とし、投機的な手段として

は行わない。

　 ④ヘッジ有効性評価の方法

原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の当該累

計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。なお、為替予

約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始時及びその後も継続して為替の変動を完全に相殺するもの

と見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略している。また、金利ス

ワップについては、特例処理適用の判定をもって有効性の判定に代えてい

る。

　 (2) 消費税等の会計処理

　 税抜方式によっている。

　 (3) のれん及び負ののれんの償却方法

のれんについては、20年以内のその効力の及ぶ期間にわたって均等償却している。

ただし、少額なものについては発生時に全額を償却している。なお、平成22年３月

31日以前に発生した負ののれんについては５年間で均等償却している。

　６．会計方針の変更

当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号

平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用している。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権

利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮

定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が

提供されるサービスに係る分を含める方法に変更している。

　７．表示方法の変更

営業外費用のその他に含めて表示していた「寄付金」は、当事業年度において重要

性が増したため、区分掲記している。
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　８．追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月

４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用している。

貸借対照表に関する注記

　１．有形固定資産の減価償却累計額 62,532百万円

　２．保証債務

　 (1) 関係会社の金融機関からの借入金等に対する債務保証

130百万円 (10,000千人民元)

25百万円 (316千米ドル）

156百万円
　 (2) 関係会社の金融機関からの仕入債務に対する重畳的債務引受

3,688百万円

　３. 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当

事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれ

ている。

受 取 手 形 124百万円

　４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短 期 金 銭 債 権 10,039百万円

短 期 金 銭 債 務 8,472百万円

長 期 金 銭 債 権 2百万円

　５. 圧縮記帳額

都市再開発法に基づく権利変換により有形固定資産の取得価額から直接減額している圧縮

記帳額は次のとおりである。

建 設 仮 勘 定 1,287百万円
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損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

　 (1) 営業取引による取引高

売 上 高 36,689百万円

仕 入 高 12,846百万円

　 (2) 営業取引以外の取引高

受 取 配 当 金 2,749百万円

受 取 賃 貸 料 186百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 177,373株

税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退 職 給 付 引 当 金 2,196百万円

未 払 金 424百万円

た な 卸 資 産 評 価 損 131百万円

未 払 賞 与 930百万円

製 品 保 証 引 当 金 527百万円

受 注 損 失 引 当 金 30百万円

減 損 損 失 116百万円

投資有価証券評価損 48百万円

関係会社株式評価損 191百万円

関係会社出資金評価損 71百万円

ゴルフ会員権評価損 60百万円

貸 倒 引 当 金 385百万円

繰 越 外 国 税 額 控 除 199百万円

そ の 他 211百万円

繰 延 税 金 資 産 小 計 5,526百万円

評 価 性 引 当 額 △1,157百万円

繰 延 税 金 資 産 合 計 4,369百万円

繰延税金負債

資 産 圧 縮 積 立 金 1,727百万円

その他有価証券評価差額金 580百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計 2,307百万円

繰延税金資産の純額 2,062百万円
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追加情報

（法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するた

めに必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日

に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特

別法人税の課税が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日に開始する事業年

度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については

38.01％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異につ

いては35.64％となる。この税率変更により、繰延税金資産が148百万円減少し、法人税等

調整額は145百万円増加している。

リースにより使用する固定資産に関する注記

　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

　 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
減価償却累計額
相 当 額

期末残高相当額

車 両 及 び 運 搬 具 3百万円 3百万円 0百万円

工 具 器 具 及 び 備 品 28百万円 23百万円 5百万円

ソ フ ト ウ ェ ア 32百万円 27百万円 4百万円

合 計 64百万円 53百万円 10百万円

(注) 取得価額相当額は、有形固定資産等の期末残高等に占める未経過リース料期末残
高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

　 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１ 年 以 内 9百万円

１ 年 超 1百万円

合 計 10百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産等の期末残高等に占める未経過
リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

　 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支 払 リ ー ス 料 30百万円

減 価 償 却 費 相 当 額 30百万円

　 (4) 減価償却費相当額の算定方法

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
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関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

(単位：百万円)

属 性 会社等の名称 事業区分

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社
Nabtesco
Precision
Europe GmbH

精密機器 100.0 有
製品の
販売等

製品の販売 11,825 売掛金 3,158

　(取引条件及び取引条件の決定方針等)

　 １ 製品の販売取引については、市場価格等を勘案し決定している。

１株当たり情報に関する注記

　 １株当たり純資産額 615円69銭

　 １株当たり当期純利益 96円05銭

企業結合に関する注記

連結計算書類の注記事項「企業結合に関する注記」に記載しているため、注記を省略して

いる。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成24年5月10日

ナブテスコ株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 宍 戸 通 孝㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 原 田 大 輔㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 池 亀 寛㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ナブテスコ株式会社の平成23年4月1
日から平成24年3月31日までの第9期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった。監査の基準は、当監査法人に計算書類及
びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明をするためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細
書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行なわれた見積りの評価も含め全体としての計算書
類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第9期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要

な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されて

いる取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式

会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第

3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい

る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い

たしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の報告を受けまし

た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま

した。
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２． 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。　

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　 会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成24年5月16日

ナブテスコ株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 髙 橋 信 彦㊞

社 外 監 査 役 石 丸 哲 也㊞

社 外 監 査 役 山 田 正 彦㊞

社 外 監 査 役 三 谷 紘㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

　当社の配当方針は、当社グループ全体の業績をベースに戦略的な成長投
資、財務健全性の確保、株主還元のバランスおよび安定配当を考慮した企業
収益の適正な配分を図るというものです。
　当方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたし
たいと存じます。

　 期末配当に関する事項
　 １．配当財産の種類
　 金銭
　 ２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　 当社普通株式１株につき金17円 総額2,159,598,978円
　 ３．剰余金の配当が効力を生じる日
　 平成24年６月27日

　なお、中間配当金として１株当たり17円をお支払いしておりますので、当
期の年間配当金は、１株当たり34円となります。

第２号議案　取締役10名選任の件
　取締役 松本和幸、小谷和朗、坪内繁樹、三代洋右、今村雄二郎、今村正
夫、青井博之、坂本勉、長田信隆、楢木一秀の10名は、本総会終結の時をも
って任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするも
のであります。

　 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

１
松　本　和　幸
まつ もと かず ゆき

(昭和20年９月21日生)
89,400株

平成15年９月 当社執行役員

平成16年６月 当社取締役、技術本部副本部長（技

術開発担当）

平成17年６月 当社代表取締役社長

平成23年６月 当社取締役会長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

２
小　谷　和　朗
こ たに かず あき

(昭和26年９月15日生)
10,000株

平成15年９月 P.T.Pamindo Tiga T 副社長

平成20年５月 当社パワーコントロールカンパニー

営業部長

平成21年６月 当社執行役員

平成22年６月 当社取締役、企画本部長

平成23年６月 当社代表取締役社長（現任）

３
坪　内　繁　樹
つぼ うち しげ き

(昭和25年２月27日生)
35,300株

平成15年９月 当社執行役員

平成16年10月 当社パワーコントロールカンパニー

副社長

平成17年６月 当社取締役、パワーコントロールカ

ンパニー社長

平成18年６月 当社精機カンパニー社長

平成20年６月 当社常務取締役

平成22年６月 当社総務・人事本部長（現任）

平成23年６月 当社代表取締役専務取締役（現任）、

当社企画本部長（現任）

４
三　代　洋　右
み しろ よう すけ

(昭和27年４月14日生)
23,800株

平成16年10月 当社パワーコントロールカンパニー

計画部長

平成18年６月 当社執行役員

平成19年６月 当社企画部長

平成20年６月 当社取締役、企画本部副本部長

平成21年６月 当社企画本部長

平成22年６月 当社住環境カンパニー社長（現任）

平成23年６月 当社常務取締役（現任）

５
今　村　雄二郎
いま むら ゆう じ ろう

(昭和26年３月30日生)
26,100株

平成16年10月 当社舶用カンパニー社長

平成18年６月 当社執行役員

平成20年６月 当社取締役、ナブコカンパニー（現

住環境カンパニー）社長

平成22年６月 当社技術本部副本部長

平成23年６月 当社常務取締役（現任）、技術本部長

（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

６
青　井　博　之
あお い ひろ ゆき

(昭和27年５月５日生)
13,100株

平成16年６月 当社法務部長

平成16年10月 当社法務部長 兼 コンプライアンス

推進部長

平成19年６月 当社執行役員

平成20年６月 当社取締役（現任）、コンプライアン

ス本部長（現任）

７
坂　本
さか もと

　 勉
つとむ

(昭和27年３月14日生)
10,100株

平成16年10月 当社鉄道カンパニー神戸工場副工場

長

平成17年４月 当社自動車カンパニー（現ナブテス

コオートモーティブ株式会社）管理

部長

平成18年６月 ナブテスコサービス株式会社代表取

締役社長

平成20年６月 当社執行役員、鉄道カンパニー計画

部長

平成21年６月 当社取締役（現任）、鉄道カンパニー

社長（現任）

８
長　田　信　隆
おさ だ のぶ たか

(昭和28年９月14日生)
13,100株

平成17年２月 Nabtesco Aerospace Inc. 社長

平成19年６月 当社航空宇宙カンパニー岐阜工場長

平成21年６月 当社執行役員

平成22年６月 当社航空宇宙カンパニー社長（現任）

平成23年６月 当社取締役（現任）

９
※

藤　井　晃　二
ふじ い こう じ

(昭和33年３月26日生)
0株

昭和55年４月 株式会社神戸製鋼所入社
平成16年４月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所設備部設

備技術室長

平成18年４月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所設備部長

平成21年４月 同社理事

平成22年４月 同社執行役員、鉄鋼事業部門技術開

発センター技術総括部長

平成24年４月 同社常務執行役員（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

10
※

山　中　信　義
やま なか のぶ よし

(昭和22年７月23日生)
0株

昭和41年４月 立石電気株式会社（現オムロン株式

会社）入社

昭和61年10月 同社情報機器（EFTS）事業本部（東

京）業務室長

昭和62年２月 ゼネラル・エレクトリック株式会社

入社、事業開発部長

平成７年10月 オート・スーチャージャパン株式会

社（現コヴィディエン ジャパン株式

会社）入社、代表取締役社長

平成10年７月 ゼネラル・エレクトリック株式会社

入社、日立GEライティング株式会社

社長

平成12年２月 日本エマソン株式会社入社、代表取

締役社長 兼 米国本社役員

平成18年11月 べインキャピタル・アジアLLC入社、

シニア・エグゼクティブ 兼 株式会

社日本コンラックス代表取締役会長

平成20年７月 べインキャピタル・アジアLLC副会長

平成22年12月 ディバーシー株式会社入社、代表取

締役社長 兼 米国本社経営執行委員

会委員

平成23年７月 当社アドバイザー(現任）

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 藤井晃二、山中信義の２氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、山中

信義氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
4. 社外取締役候補者の藤井晃二氏が常務執行役員を務められる株式会社神戸製鋼所は

当社と取引を行なっており、当社株式の11.89％を保有しております。
5. 社外取締役候補者について
(1) 社外取締役候補者の選任理由について

藤井晃二氏につきましては、株式会社神戸製鋼所の常務執行役員を務められ、豊
富な経験と高い見識・能力を有し、それらを当社のコーポレートガバナンスの強
化に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。
山中信義氏につきましては、外国企業の経営者を歴任され、グローバルビジネス
に対する豊富な経験と高い見識・能力を有しております。当社はその経験・能力
を高く評価しており、当社の推進するグローバル戦略および当社ビジネスへの全
般的なアドバイスを求めるため、平成23年７月にアドバイザリー契約を締結しま
した。同氏はこれまで当社の事業運営に係る重要会議に出席され、当社ビジネス
全般に対し助言を行ってまいりました。当社といたしましては経営という立場か
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らもその知見を活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いする
ものであります。

(2) 社外取締役との責任限定契約について
藤井晃二、山中信義の２氏とは、選任をご承認いただいた後に、当社との間で当
該責任限定契約を締結する予定です。同契約は、会社法第423条第１項の賠償責任
につき、賠償責任限度額を10百万円または法令が定める額のいずれか高い額とす
るものです。

第３号議案　監査役３名選任の件
　平成24年２月28日をもって、中村秀一氏は監査役を辞任され、監査役 石
丸哲也、三谷紘の２名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ
きましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位および
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

１
※

今　村　正　夫
いま むら まさ お

(昭和24年９月11日生)
16,200株

平成15年９月 当社法務部長

平成16年６月 当社執行役員、知的財産部長

平成19年６月 当社技術本部副本部長

平成20年６月 当社舶用カンパニー社長（現任）

平成23年６月 当社取締役（現任）

２
石　丸　哲　也
いし まる てつ や

(昭和21年12月20日生)
0株

昭和45年４月 帝人株式会社入社

平成12年６月 帝人エンジニアリング株式会社取締

役

平成13年６月 帝人製機株式会社監査役

平成15年９月 当社監査役（現任）

平成17年６月 帝人エンジニアリング株式会社代表

取締役常務取締役

平成19年６月 帝人ファーマ株式会社常勤監査役

３
三　谷
み たに

　 紘
ひろし

(昭和20年２月７日生)
5,000株

昭和42年４月 最高裁判所司法研修所入所

昭和44年４月 検事任官

平成８年４月 最高検察庁

平成９年６月 東京法務局長

平成13年５月 横浜地方検察庁検事正

平成14年７月 公正取引委員会委員

平成19年８月 第一東京弁護士会登録

平成19年９月 ＴＭＩ総合法律事務所顧問（現任）

平成20年６月 当社監査役（現任）

平成21年６月 富士通株式会社監査役（現任）
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(注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 石丸哲也、三谷紘の２氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同２氏を

東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 社外監査役候補者の三谷紘氏が顧問を務められるＴＭＩ総合法律事務所および社外

監査役を務められる富士通株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
5. 社外監査役候補者について
(1) 社外監査役候補者の選任理由について

石丸哲也氏につきましては、経理財務に関する専門知識および経営者としての経
験を有しており、それらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当
社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいため、引続き社外監
査役として選任をお願いするものです。
同氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって、８年９ヶ月であります。
三谷紘氏につきましては、検事、東京法務局長、公正取引委員会委員並びに弁護
士として務められ、高度な法律面の知識、さらに組織経営全般に関する高い見識、
能力を有しておられることから、それらに基づく公正な判断、経営に対する客観
性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化およびコンプライアンス維
持・向上に活かしていただきたいため、引続き社外監査役として選任をお願いす
るものであります。
同氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって、４年であります。

(2) 社外監査役との責任限定契約について
石丸哲也、三谷紘の２氏とは、現在責任限定契約を締結しております。同契約は、
会社法第423条第１項の賠償責任につき、賠償責任限度額を10百万円または法令が
定める額のいずれか高い額とするものです。
両氏の再任が承認された場合、同契約の継続を予定しております。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件
　取締役の報酬額については、平成21年６月24日開催の第６回定時株主総会
において、「年額350百万円以内」（社外取締役を含まない）とご承認いただ
き今日に至っております。
　第２号議案が承認可決されますと、社外取締役が１名増員となることや、
今後のコーポレートガバナンス強化に向けた社外取締役の増員等を考慮し、
取締役の報酬額のうち社外取締役分の報酬額を「年額30百万円以内」に改
め、取締役の報酬額を「年額350百万円以内」（うち社外取締役分年額30百万
円以内）とさせていただきたく存じます。
　取締役の員数は、第２号議案が承認可決されますと10名（うち社外取締役
は２名）となります。

以 上
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【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえご利用いただきます

ようお願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご

利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませ

んので、ご了承ください。

■議決権行使ウェブサイト http://www.web54.net

２．議決権行使のお取扱いについて

■インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示され

た「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛

否をご入力ください。

■議決権の行使期限は、株主総会開催日の前日の平成24年６月２５日（月曜日）午後６時

までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

■インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効

な議決権行使としてお取り扱いします。

■ インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットを有効な議

決権行使としてお取り扱いします。

■議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金

等）は、株主さまのご負担となります。

３．パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

■パスワードは、ご投票される方が株主さまご本人であることを確認するための重要な情

報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

■パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの

再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

■議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

４．システムに係わる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お手許のシステムについて以下の点をご

確認ください。

■画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

■次のアプリケーションをインストールしていること。

ア．ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer
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イ．PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader ™ または、

Ver.6.0以降のAdobe® Reader®（画面上で参考書類等をご覧になる場合）

※Microsoft® およびInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその

他の国における登録商標または商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader ™ 、 Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated（アドビ

システムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

■ウェブブラウザおよび同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とさ

れている場合、同機能を解除（または一時解除）してください。

■上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシーサーバおよびセキュリ

ティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考え

られますので、設定内容をご確認ください。

５．パソコン等の操作方法に関するお問合せ先について

■インターネットでの議決権行使に関するパソコンの操作方法がご不明な場合は、以下に

お問合せください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

【電話】０１２０－６５２－０３１（フリーダイヤル)

（受付時間 土日休日を除く 9:00～21:00）

■その他株主さまのご登録の住所・株式数のご照会などは、以下にお問合せください。

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

【電話】０１２０－７８２－０３１（フリーダイヤル)

（受付時間 土日休日を除く 9:00～17:00）
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図

　 会 場：〒105-8582 東京都港区芝公園二丁目５番20号
　 メルパルク東京 ５階 瑞雲

　 地下鉄：芝公園駅（都営三田線）A3出口 徒歩２分
　 大 門 駅（都営浅草線・都営大江戸線）A3出口または
　 A6出口 徒歩４分
　 JR京浜東北線・山手線：浜松町駅（北口）徒歩８分または
　 (南口）S5階段「金杉橋方面」徒歩８分
　 モノレール：浜松町駅（北口）徒歩８分

　 ※当会場には専用駐車場がございませんので、

　 ご了承のほどお願い申し上げます。
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